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新型コロナウイルス感染症感染防止
対策

　（ア）村では防止対策についてど
のように考えているか。

　（村長）県内では５月の大型連休
後の感染拡大はなかったが、依然と
して感染が散発しており、引き続き
手指消毒の徹底や会話時のマスク着
用など基本的な感染防止対策を継続
していただきたい。

　（イ）経済的に困窮している世帯
等への給付金や融資による支援対策
についてどのように考えているか。

　（村長）経済的に困窮している
「子育て世帯」や「ひとり親世帯」に対
し、国による給付金事業を進めてい
くほか、大学などに就学する学生を
持つ世帯へ学業継続のための支援を
していきたい。
持続可能な農業発展、魅力ある農業

　（ア）新たに就農しやすい環境の
整備と法人経営、集落営農など多様
な担い手が共存できる体制づくりを
どのように指導していく考えか。

　（村長）新規就農者に対する各種

支援事業を継続する。また、農業法
人や集落営農を含めた農業関係者に
よる意見交換会を年２回行ってお
り、地域における農業の現状や課題
の解決に向けた支援に努めていく。

　（イ）米の新品種「はれわたり」
の生産体制の整備や販売対策につい
てどのように指導していく考えか。

　（村長）指導機関である県の普及
振興室や農協と連携を取り、生産に
向けた指導を行っていく。販売対策
は集荷業者が戦略を図ることになる
ので、今後の動向を見守りたい。
村の未来を担う人材づくり

　（ア）学びたい意欲を持つ学生が
安心して学べる環境づくりについて
どのように考えているか。

　（教育長）経済的に困窮している
世帯に対して学用品や修学旅行、給
食費などの費用を援助しているほ
か、生活面では教育の支援や配慮が
必要と思われる子どもや保護者の不
安感を解消するためにスクールカウ
ンセラーやソーシャルワーカーによ
る相談事業を行っている。

　（イ）全ての子どもが健やかに成
長できるように乳幼児教育の質の向
上やふるさとに愛着と誇りを持てる
人材の育成、指導についてどのよう
に考えているか。

　（教育長）社会教育の側面から保
育園と連携して乳幼児の健やかな成
長を支援し、子どもたちが様々な経

験をする機会を少しでも多く与える
ことで、ふるさとに愛着と誇りを持
てるようにしていきたい。
防災・減災に対する取組み

　（ア）災害時における、情報・通信・
電力・医療の確保や住民の避難対応
についてどのように考えているか。

　（村長）各分野の事業者や保健
所、消防、警察との協力体制の構築
に努め、災害時には連携を取りなが
ら対応していきたい。

　（イ）上下水道の老朽化対策や耐
震化等の防災対策に関してどのよう
に考えているか。

　（村長）平常時から安定供給がで
きるよう、機器や配管などの維持管
理に努め、災害に強い管路の構築を
図っていきたい。

　（ウ）自主防災組織の設立促進と
活動を活性化させるために、村では
どのように指導していくのか。

　（村長）まだ自主防災組織が設立
されていない地区には設立に向けた
説明会を開催したいと考えている。
活動の活性化に関しては、それぞれ
の地区会活動の中で防災に対する取
組みを進めていただきたい。

前田屋敷地区の道路改良工事
　前田屋敷地区内の道路３か所に

村議会６月定例会
　第２回議会定例会が６月１日～６日に開かれました。３日には平川重廣議員、田村道雄議員、平田隆人議員、
鈴木孝一議員、品川新一議員が一般質問を行いましたので、主な内容を要約してお知らせします。

可決された主な案件
予算関係

・令和４年度一般会計補正予算
・令和４年度国民健康保険特別会計補正予算
・令和４年度介護保険特別会計補正予算

・令和４年度下水道事業会計補正予算
・令和４年度水道事業会計補正予算

条例関係
・犯罪被害者等支援条例 ・都市計画法施行条例の一部を改正する条例

その他
・専決処分した事項の報告と承認
・繰越明許費繰越計算書

・㈱アイナックの経営状況

一般質問

平川 重廣 議員

田村 道雄 議員
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村議会６月定例会

おける改良工事に対する対応は。
　（村長）道路改良工事に関して、

各地区から要望のあった路線につい
ては、村全体の予算の中で重要度や
予算規模を考慮しながら実施の判断
をしているため、現時点で具体的な
時期などは考えていない。
田舎館小学校の移転

　（ア）現在の小学校は水害の危険
区域となっており、早期の移転が必
要と考えるが、対応についてどのよ
うに考えているか。また、移転計画
は進展しているのか。

　（教育長）小中一貫校の実現や水
害の危険性を取り除く対策として小
学校の移転が解決策であることは間
違いないが、財政状況や今後控えて
いる事業を総合的に判断すると、当
分の間難しいものと考えている。ま
た、今年度予算に小学校屋根改修の
設計費用を計上しており、しばらく
は現在の小学校を活用していく考え
であるため、移転について具体的な
進展は現在のところはない。

　（イ）小中一貫校について、将来
的にどのような姿を目指している
のか。

　（教育長）小中一貫校といっても
様々な形があり、村では校長を１人
に絞り、１つの経営方針に基づき９
年間で系統的・継続的で柔軟な教育
カリキュラムを編成できる義務教育
校を目指している。
農業省力化、効率化対策事業

　農業機械の補助に関して、一般
の農業者ではなかなか補助を受けら
れないという話を聞いている。ポイ
ント制に問題はないのか、基準はど
のように決めているのか、また、全
体の補助金額が少ないのではないか。

　（村長）この補助金は申請者全員
に対して交付することが目的ではな
く、村全体の事業の中で限られた予
算の範囲内で実施しているため、補
助金の採択を決めるポイント制につ
いては、他の補助事業にならって基
準を設けている。

村内施設の指定管理業務委託

　仕様書に基づき適正に管理され
ているのか、新型コロナウイルス感
染症感染防止対策は十分か確認調査
すべきと考えるが、年に何回施設に
出向き管理者と会っているのか、そ
の時問題点などはなかったか。

　（村長）指定管理を委託している
どの施設においても、毎月のように
不具合や報告のため顔を合わせてお
り、必要に応じて現場確認し説明を
受けている。また、現場確認の際に
適正な感染防止対策が実施されてお
り、問題はないと判断している。
公金の送付

　最近職員による公金の誤送金が
問題になったが、村ではそのような
ことがあるのか、また、事故防止対
策やマニュアルは設置されているか。

　（村長）村では公金の誤送金はな
い。送金を行う事務では、担当だけ
ではなく複数人で二重、三重のチェ
ックをしているため誤送金の可能性
は極めて低いものと考える。

高田地区農地大型区画事業
　高田地区以外にも事業を要望し

ている地区があるようだが、進捗率
はどのくらいか。

　（村長）相談は来ているが、必要
な要件を満たすことが難しく、正式
な要望はまだ提出されていない。
堂野前地区農道拡幅工事

　工事の予定はいつ頃になるの
か。

　（村長）大規模な事業になること
が予想されるため、整備内容や事業
費を精査し、財政状況を勘案しなが
ら判断したい。現時点で具体的な時
期は考えていない。

村選挙投票区の見直し
　（ア）これまで投票所となってい

た村内施設の建替や閉館に伴い見直
しの必要があるとし、投票所や区割
りを変更したが、令和３年度衆議院
議員総選挙において、建替や閉館に

関係ない地区（第２、３投票所）での
変更理由は何か。また、変更により
投票率はどのように変わったか。

　（委員長）必要な投票所と駐車場
の確保に努めた結果による変更とな
った。村全体の投票率は59.45％で
前回比3.96%の減、東光寺、二津屋、
高田地区の投票率は前回比3.68％
の減となった。

　（イ）建て替えていた施設も完成
し、閉館となった施設も使用に関し
ては問題ないと考えられるが、令和
４年度参議院議員通常選挙において
も変更後の区割りで実施するのか。

　（委員長）今後施設が使用できな
くなった場合など、様々な事態を想
定した変更ではあるが、これまで同
様、投票所の確保を第１に考えなが
ら、その都度対応していきたい。参
議院議員通常選挙は変更後の区割り
で実施する。

　（ウ）投票所を３か所にする変更
案も提出されているが、投票率の低
下に対してどのような対策を考えて
いるのか。

　（委員長）今回の変更案は将来的
なものとなるので、具体的な対策に
ついては今後の検討としたい。
消防団員の確保

　（ア）各地区で団長となっている
人が２年で退団しているが、なぜ２
年で退団しなければならないのか。

　（村長）村消防団員の定員、任免、
給与、服務等に関する条例では、「班
長」以上の階級について任期を４年
とし、再任を妨げないとしている。
責任ある階級となるのでぜひ長い活
動を望んでいる。

　（イ）勤め人の多い地区におい
て、すでに退団している団長経験者
を補助団員として取り入れる考えは
ないか。

　（村長）各消防部の意見を取り入
れながら検討していきたい。

　（ウ）将来の団員の確保が困難で
あれば、安心安全な村づくりのため
どのような対策を講じるか。

　（村長）地域防災力の中核として
地域の安全を担う大切な人材である
ため、地区会と消防部が一致団結し
団員の確保に努めていただきたい。

平田 隆人 議員

鈴木 孝一 議員

品川 新一 議員
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　５月下旬から６月上旬にかけて田んぼアートの田植えが行われました。５月25日から29日にかけて行われた第１　５月下旬から６月上旬にかけて田んぼアートの田植えが行われました。５月25日から29日にかけて行われた第１
田んぼアートの田植えは、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、田植え体験ツアーは実施せず、役場職田んぼアートの田植えは、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、田植え体験ツアーは実施せず、役場職
員と地元有志の方のみで行いました。６月７日から９日にかけて行われた第２田んぼアートの田植えでは、田舎館員と地元有志の方のみで行いました。６月７日から９日にかけて行われた第２田んぼアートの田植えでは、田舎館
中学校２年生や尾上総合高校全校生徒のほか、村人権擁護委員も加わり、どちらも観覧に向け、予定どおりに田植中学校２年生や尾上総合高校全校生徒のほか、村人権擁護委員も加わり、どちらも観覧に向け、予定どおりに田植
えを終えることができました。えを終えることができました。

田んぼアート田植え田んぼアート田植え田んぼアート田植え

尾上総合高校は全学年約160人が参加。指定された範囲
を一勢に植えました。

第１・第２田んぼアートともに役場職員と地元有志の方々
が田植えを行いました。

田植え後の第１田んぼアート

第２田んぼアートの人権擁護活動のシンボルマークは、村
人権擁護委員が一部を植えました。

去年に引き続き、田舎館中学校２年生45人とALTのター
ナーさんも田植えをお手伝いしました。

田植え後の第２田んぼアート
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防災意識を高める

村について学ぶ

むし歯にならないように気を付けよう

6/9

6/3

6/15

　田舎館中学校アッセンブリーホールで１学年の総
合的な学習の一環として、村の伝統・文化・産業に
関する講話会が行われました。
　生徒が自分の住んでいる地域に関してテーマを定
め、文献や聞き取りなどを行い調査することで、村
を知るきっかけづくりを目的に行われています。
　講師の役場職員が田んぼアートの歴史や村内の伝
統的な行事などを説明すると、生徒からは村に関す
る疑問についてたくさんの質問が出ました。乗田七

な

乃
の

波
は

さん（高田）は、「自分の知らない行事がたくさん
あり勉強になった。今日の内容を調査にも活かした
い」と話しました。

　田舎館小学校で歯科衛生士の三上めぐみ先生を講
師に迎え、むし歯予防教室が行われました。
　この日は１年生を対象に行われ、児童らは講師か
らむし歯予防の大切さについて話を聞いた後、実際
に歯の染め出しをして、正しい歯のみがき方につい
て指導を受けました。田澤璃

り
乃
の

さん（諏訪堂）は「おう
ちでも歯みがきを頑張ってむし歯にならないように
したい」と話し、三上さんは「フッ素塗布など家庭で
も行えるむし歯予防はたくさんある。必要な知識や
情報を得て予防に力を入れてほしい。今回の教室が
家族で歯に関心を持つきっかけとなってもらえれば」
と話しました。

　枝川地区で大規模洪水を想定したダム警報訓練と
避難行動訓練が行われました。岩木川ダム統合管理
事務所による、洪水時にダムから放流があったこと
を伝える警報設備の動作訓練と併せて実施したもの
で、この日は管理事務所の職員８人と地区住民12人
が参加しました。
　実際に高樋地区にある警報所から放流を知らせる
サイレンと避難を呼びかけるアナウンスが流れると、
住民が自宅から枝川会館へと避難しました。
　枝川地区総代の工藤敬一さんは「枝川地区でも自主
防災組織の設立を考えているので、これからも住民
への防災に対する意識づけを行っていきたい」と話し
ました。
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今月の粗大ごみ収集日
　７月27日（水）△

問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

納税相談

と　き ところ

夜　間 ７月27日（水）
午後５時〜午後７時

役場１階
税務課　

休　日 ７月31日（日）
午前８時30分〜正午

△

問い合わせ／税務課税務収納係（内線123）

役場閉庁日の埋火葬許可証発行
　担当職員は自宅待機していますので、お手数ですが事
前に役場へ電話連絡をお願いします。
○と　き／８月６日（土）、13日（土）、20日（土）、
　27日（土）
　　　　　午前８時15分～正午
○ところ／役場１階住民課△

問い合わせ／住民課住民係（内線163、164）

人権・行政相談
○と　き／８月17日（水）　午前９時～正午
○ところ／役場１階相談室△

問い合わせ／住民課住民係（内線164）

今月の納税
　国民健康保険税（１期）、介護保険料（１期）、後期高齢
者医療保険料（１期）

▽問い合わせ／
国民健康保険税…税務課税務収納係（内線123）
介護保険料…厚生課介護保険係（内線156）
後期高齢者医療保険料…住民課国保年金係（内線161）

村議会委員会等の活動概況
　以下の日程で委員会等の活動がありました。
○と　き／
・５月25日（水）
　議員全員協議会
　内容／稲作農家経営安定対策給付金事業　ほか８件
　議会運営委員会
　内容／請願の付託　ほか２件
・６月３日（金）
　総務文教常任委員会
　内容／請願第２号の審査

▽問い合わせ／議会事務局（内線311）

もうすぐ１年生！　就学に向けて、
心配や不安はありませんか

　小学校への就学に関する質問や相談に応じています。
来年度以降に就学する子どもがいる方も、お気軽にお
問い合わせください。なお、教育委員会では、小学校の
教職員を村内の保育所等に派遣する機会を設け、普段の
生活状況を確認しながら、保護者の相談にお応えしてい
ます。
・学校生活や通学はどうなるの？
・落ち着きがないから、ちょっと心配
・友達とうまく遊べるか不安
・字や数の勉強はやっておいたほうがいいの？
・就学までの準備でやっておくことは？

▽問い合わせ／教育課学務係（内線331）
　　　　　　　☎58－2363（直通）

排水設備工事責任技術者試験
　適正な排水設備工事を行うため、責任技術者の資格試
験が次のとおり実施されます。なお、受験資格等につ
いては、青森県下水道協会ホームページhttp://www.
aomori-pswa.jp/をご覧ください。
○とき・ところ／ 10月19日（水）　午後２時～
　弘前会場（弘前市役所岩木庁舎）ほか
○受験料／ 8,000円（振込手数料が別途必要）
○申込書配布／役場2階建設課
○申込締切／７月29日（金）

▽問い合わせ／建設課下水道係（内線233）
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I n f o m a t i o n

入札結果
　詳しくは役場２階総務課か、村のホームページで公表しています。予定価格と落札価格は消費税等込みの額です。

入札日 工事名 予定価格 落札価格 工事場所 業者名 工期

5/30 第４号：資源物回収拠点施
設改修工事 5,382,410 円 5,104,000 円 田舎舘ほか （株）阿保建設 9/30

5/30 第５号：田光橋橋梁補修工
事 12,507,000 円 11,990,000 円 畑中 （株）福原組 9/30

入札日 業務名 予定価格 落札価格 業務場所 業者名 終了日

5/30 川部駅東口周辺整備道路新
設改良測量設計業務 22,528,000 円 20,900,000 円 川部 （株）大成コンサル R5

3/28

5/30 畑中２号線拡幅測量業務 3,135,000 円 2,860,000 円 畑中 （株）弘測コンサル 12/28

入札日 物品名 予定価格 落札価格 納入場所 業者名 納入日

5/30 ダイハツ ハイゼットカーゴ 1,876,000 円 1,481,538 円 建設課 ツガルフジ車輌販
売（株） 8/31

5/30 スズキ ワゴン R　HYBRID 1,623,000 円 1,221,778 円 税務課 ツガルフジ車輌販
売（株） 8/31

村有財産売却の一般競争入札

入札日 品名 参加者数 落札価格 落札者

4/18 福祉バス（大型） 4 2,805,000 円 （株）アップル観光バス

4/18 福祉バス（中型） 6 715,000 円 田澤一雄

▽問い合わせ／総務課管財係（内線223）

夏季休業中の学校閉庁日
　教育委員会では教職員が心身ともにゆとりを持って児
童・生徒と向き合っていけるように、働き方改革の一環
として年次休暇の取得促進を図り、健康の維持増進や働
きやすい環境を構築していくため、小・中学校の夏季休
業中に学校閉庁日を設けます。
○と　き／８月８日（月）～ 10日（水）、12日（金）
○閉庁中の対応／
・緊急時の連絡は教育委員会で対応し、学校長へ連絡し

ます。
・やむを得ない場合を除き、学校に勤務者はおりません。
・原則として、部活動は実施しません。ただし、大会参

加等のやむを得ない場合を除きます。

▽緊急時の問い合わせ／
　教育課学務係（内線331）☎58－2363（直通）

国民健康保険証の更新
　現在お使いの被保険者証の有効期限は、７月31日で
す。８月１日からの新しい被保険者証は、７月下旬に加
入者の皆様に郵送します。なお、有効期限が過ぎた被保
険者証は、裁断し破棄してください。

▽問い合わせ／住民課国保年金係（内線162）　

令和　４年　７月　３１日
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お子さんのおじいちゃんやおばあちゃん、保護者の皆様へ
ジュースやお菓子を与え過ぎていませんか

青森県は３歳児のむし歯有病者率が全国１位！
　青森県の３歳児のむし歯有病者率は、20.4％で全国第１位です。
　その中でも村の３歳児のむし歯有病者率は年々低下していますが、全国平均より高い
状況が続いています。令和元年度の３歳児健診では、受診者58人中、11人の子どもに
むし歯が見つかりました。
　ジュースやお菓子を不規則な時間で１日に何回も食べたり、だらだらと長時間食べる
ことで口の中に糖が残留する時間が長くなると、むし歯になりやすい状況が続いてしまうことになり、また、そのよ
うな習慣があれば、いくら丁寧に歯みがきしていても、むし歯が発生しやすくなってしまいます。
　お菓子は食べる時間を決めて、普段の飲み物は水やお茶にしましょう！子どもはジュースを好み、お菓子を欲しが
りますが、与え過ぎるとむし歯だけでなく、肥満や将来の糖尿病発症リスクも高まってしまいます。

▽問い合わせ／厚生課健康推進係（内線153）

大学等に就学する方がいる世帯へ給付金を支給します
　村では、新型コロナウイルス感染症の影響で、大学等に就学する子の学業の継続に不安を感じている保護者に対し
給付金を支給することで、次世代を担う有用な人材が学業に専念できる環境づくりと経済的理由によって学業の継続
が困難にならないように支援します。
○対　象／次のいずれかに該当する方　
　①大学等に在学する学生がいる世帯の代表者で村に住所を有する方
　②その他村長が特に認める方（代表者が単身赴任などで村に住所がない場合など）
○支給額／学生１人につき支給します。

自宅から通学する場合 30,000 円

自宅以外から通学する場合 50,000 円

○申請方法／希望する方には申請書を郵送いたしますので教育委員会へご連絡ください。なお、申請書は村ホーム
ページからダウンロードすることもできます。

○申請期限／９月30日（金）

▽問い合わせ／教育課学務係（内線331）　☎58－2363（直通）

農業用水路を適切に管理しましょう
　農業用水路に堆積した土砂・雑草等は、水路の流れの
障害となり、下流部に田畑を所有する農家の方は適正な
水量が確保されずに水不足で苦慮することになります。
地域内で公平に用水を確保するために、農家個人が定期
的に隣接する水路の土砂や草上げを行うなど適正な管理
に努めましょう。

▽問い合わせ／農業委員会（内線131）

献血（全血）
○とき・ところ／７月21日（木）　
　午前の部：（株）丸勝小野商事
　　　　　　午前10時～午前11時30分
　午後の部：役場正面
　　　　　　午後１時～午後４時

▽問い合わせ／厚生課健康推進係（内線153）
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国民年金だより　
（１）国民年金保険料の免除・納付猶予

　７月から、令和４年度分（７月～令和５年６月分）の国民年金保険料の免除・納付猶予の申請を受け付けています。
　経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、申請により、世帯の所得状況に応じて保険料の全額もしくは
一部を免除、または納付を猶予される場合があります。この申請をせずに未納のままにすると、年金を受け取るため
の受給資格期間が不足し、将来年金を受け取れなくなることがあります。申請により免除・納付猶予に該当すると、
年金の受給資格期間に加算されます。また、２年１か月前の保険料までさかのぼって申請することができますので、
納付が困難な方で、まだ手続きをしていない場合は、速やかに申請してください。
〇申請先／役場１階住民課かお近くの年金事務所
　事前の連絡により、郵送での申請も可能です。
〇必要書類／
①　マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類
②　国民年金保険料免除・納付猶予申請書
③　失業を理由とする場合は、離職票や雇用保険受給者証など、失業の事実がわかる書類
④　新型コロナウイルス感染症の影響で減収した場合は、所得申立書
※②と④は日本年金機構ホームページhttps://www.nenkin.go.jp/からダウンロードできるほか、役場１階住民課や

各年金事務所窓口にも備え付けています。
〇所得の基準額（令和4年度分の保険料の場合）／
　申請者、配偶者、世帯主の令和3年中における所得が次の基準以下の場合に免除されます。

全額免除 （扶養親族等の数＋１）× 35 万円＋ 32 万円
４分の３免除 88 万円＋扶養親族等の控除額＋社会保険料控除額等
半額免除 128 万円＋扶養親族等の控除額＋社会保険料控除額等
４分の１免除 168 万円＋扶養親族等の控除額＋社会保険料控除額等

世帯の状況により、全額免除に該当しない場合でも、一部免除や納付猶予に該当する場合があります。
〇免除・納付猶予の継続
　令和３年７月～令和４年６月までの保険料が全額免除または納付猶予になっている方で、令和４年７月以降も同じ
免除区分で継続申請が承認された方は、あらためて申請する必要はありません。ただし、失業等の特例制度を利用し
て免除承認された方や、申請後に国民年金第１号被保険者の資格を喪失した方は再度申請が必要ですので、忘れずに
手続きをしてください。
〇免除の後は、保険料の追納をご検討ください
　保険料が免除された期間があると、全額納付したときに比べ、将来受け取る年金の額が少なくなります。免除され
た保険料は、10年以内であれば、後から納めること（追納）ができ、将来受け取る金額を増やすことができます。

（２）新型コロナウイルス感染症による免除・納付猶予の臨時特例が延長
　新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が一定の基準以下に減少した場合の国民年金保険料免除・納付猶予
の臨時特例措置が、令和５年６月分の保険料まで延長されました。申請を希望する場合は、役場１階住民課かお近く
の年金事務所で手続きをしてください。郵送による申請も可能ですので、事前にお問い合わせください。
〇対　象／以下のどちらにもあてはまる方
・令和２年２月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したこと。
・令和３年１月以降の所得状況からみて、所得見込み額が前述（１）における所得の基準額以下になること。
〇必要書類／前述（１）における必要書類の①、②、④
※新型コロナウイルス感染症の影響で失業した場合は、④の代わりに③をお持ちください。

▽問い合わせ／住民課国保年金係（内線162）　
　　　　　　　弘前年金事務所　☎27－1339
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後期高齢者医療制度　被保険者の皆様へ
限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の更新
　被保険者で住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、その
医療機関への医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなり、入院時には食事代が減額されます。
　また、被保険者で同じ世帯に住民税課税所得金額が145万円以上690万円未満の被保険者がいる方は、医療機関の
窓口に「限度額適用認定証」を提示すると、その医療機関への医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までと
なります。現在これらの認定証を交付されている方で、引き続き認定される方には８月から使用する新しい認定証を
７月下旬に郵送します。更新手続きの必要はありません。新たにこれら認定証の交付を希望する方は、被保険者証、
マイナンバーがわかるもの（マイナンバーカードか通知カード）をお持ちのうえ、役場１階住民課で手続きをしてくだ
さい。
令和４年度の保険料
　７月上旬に郵送される保険料額決定通知書でご確認ください。

均等割額 44,400 円
〈被保険者全員が納める額〉 ＋ 所得割額（基礎控除後所得× 8.80％）

〈所得に応じて納める額〉 ＝ 保険料（限度額 66万円）

※基礎控除後所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額です。
令和４年度保険料の軽減措置
　同一世帯内の被保険者と世帯主の合計所得額に応じて、次のとおり軽減します。

合計所得額 軽減割合
43 万円＋ 10万円×（年金・給与所得者等の数－ 1）以下 ７割
43万円＋（28.5 万円×被保険者の数）＋ 10万円×（年金・給与所得者等の数－１）以下 ５割
43万円＋（52万円×被保険者の数）＋ 10万円×（年金・給与所得者等の数－１）以下　 ２割

※年金・給与所得者等（年金・給与所得者等が2人以上いる世帯に適用されます）とは、給与等の収入額が55万円を超
える方、65歳未満で公的年金等の収入額が60万円を超える方及び65歳以上で公的年金収入額が125万円を超える
方です。
被用者保険（会社員などの被雇用者が加入する健康保険）の被扶養者であった方の軽減
・後期高齢者医療に加入してから２年間は均等割額が５割軽減され、所得割額の負担はありません。
・世帯の所得が低い方は、より高い均等割額の軽減（７割軽減）が受けられます。
保険料の減免等について
　災害、倒産、失業など特別な事情によって納付が困難な場合や、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる
生計維持者の収入減少が見込まれる場合は、申請によって保険料の減免等が認められることがありますので、ご相談
ください。

▽問い合わせ／住民課国保年金係（内線161）　　
　　　　　　　青森県後期高齢者医療広域連合　☎017－721－3821

今月のお知らせ
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マイナポイント第２弾
　マイナンバーカードの普及と消費喚起を目的とした「マイナポイント事業」第２弾を実施中です。マイナンバーカー
ドを９月30日（金）までに申請し、新規で取得した方に最大5,000円分のポイントが付与される（第１弾でポイント付
与の申請をし、まだ上限5,000円分までのポイント付与を受けていいない方も上限までの付与を受けることができま
す）ほか、お持ちのマイナンバーカードに健康保険証としての利用登録をした場合、公金受取用の預貯金口座を紐づ
けた場合にそれぞれ7,500円分のポイントが付与されます。
マイナポイントの申込方法
スマートフォンの場合：マイナポイントアプリをダウンロードして申し込みます。（マイナンバーカード対応機種のみ）
パソコンの場合：マイナポータルサイト　https://myna.go.jp　へアクセスして申し込みます。（マイナンバーカードを
読み込むカードリーダーが必要となります。）
　申込方法の詳細や利用可能なキャッシュレス決済サービスはマイナポータルサイト内にあるマイナポイント第２弾
のページhttps://mynumbercard.point.soumu.go.jpで確認することができます。
　このほか、役場庁舎や郵便局、コンビニエンスストア（ローソン、セブンイレブンに限る）などで手続きをすること
もできます。詳しくは役場２階企画観光課へお問い合わせください。

▽問い合わせ／マイナンバー総合フリーダイヤル　☎0120-95-0178
　　　　　　　マイナポイントに関すること　企画観光課企画係（内線241）
　　　　　　　マイナンバーカードの申請に関すること　住民課住民係（内線163、164）

田舎館村過疎地域持続的発展計画（素案）への意見（パブリックコメント）を募集します
　令和４年４月１日「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の規定により、田舎館村は過疎地域に指定さ
れました。村が持つ地域資源を最大限に活用し、同法に定められた財政上の支援措置等を活用しながら、持続的な発
展を目指す指針とするため、令和４年度から令和７年度までの４か年を計画期間とする「田舎館村過疎地域持続的発
展計画」の策定を進めていますので、みなさまからのご意見を募集します。
〇対　象／①村内に在住・在勤・在学の人　②村内に事務所・事業所をもつ個人・団体・法人等
〇募集期間／７月14日（木）～７月28日（木）※必着
〇閲覧方法／①村ホームページから閲覧　②役場２階企画観光課で閲覧（平日午前８時15分～午後５時）
〇意見の提出方法
　意見提出用紙（任意様式可）に、氏名（法人等の場合は名称および代表者氏名）、住所、電話番号を記入し、役場２階
企画観光課へ直接お持ちいただくか、郵送、FAX、メールで提出してください。
〒038－1113 南津軽郡田舎館村大字田舎舘字中辻123－1
FAX：58－4751　メール：kaso_public@vill.inakadate.lg.jp
　記入漏れがある場合や電話など口頭ではご意見として受け付けできませんので、ご注意ください。
　いただいたご意見等は、計画策定の参考とするほか、後日集約し、氏名・住所・電話番号を除き、対応状況を村ホー
ムページで公表します。なお、個別回答はしませんのでご了承ください。

▽問い合わせ／企画観光課企画係（内線241、244）

令和４年度田舎館村「はたちを祝う記念式典」実行委員募集
　教育委員会では、令和５年１月８日（日）に、これまでの成人式に該当する「はたちを祝う記念式典」を挙行する予
定です。
　式典等の企画、進行を決めるため、10月中旬から会議を３回程度開催します。ご協力いただける方は、氏名、住所、
連絡先をお知らせください。
○対　象／平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれで、次のいずれかに該当する方

①村内在住　②平成26年度に田舎館小学校を卒業　③平成29年度に田舎館中学校を卒業　④村内の学校に在籍し
ていた期間がある

○申込締切／８月31日（水）

▽問い合わせ／教育課生涯学習係（内線502）☎58－2250（直通）
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「第１回自動車整備技能登録試験対策講習」
「第二種電気工事士学科試験事前講習（下期）」受講生募集

　在職中の方を対象とした試験対策講習を実施します。受講を希望する方は、申込書に必要事項を記入し、郵送か
FAX、電話でお申し込みください。講習の詳細や申込書のダウンロードは弘前高等技術専門校ホームページ https://
www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/hi-gisen_zaishokusha.htmlをご覧ください。
第１回自動車整備技能登録試験対策講習
○と　き／９月５日（月）、７日（水）、９日（金）、12日（月）、14日（水）　午後６時～午後９時
○ところ／弘前高等技術専門校（弘前市大字緑ヶ丘一丁目9－1）
○定　員／ 10人
○受講料／ 1,300円
○募集期間／７月12日（火）～８月15日（月）
第二種電気工事士学科試験事前講習（下期）
○と　き／９月７日（水）、８日（木）、９日（金）　午前９時～午後４時
○ところ／弘前高等技術専門校（弘前市大字緑ヶ丘一丁目９－１）
○定　員／ 15人
○受講料／ 1,600円
○募集期間／７月19日（火）～８月17日（水）

▽問い合わせ／弘前高等技術専門校　☎32－6805　FAX35－5104

かんたん、楽しく「津軽塗」スプーン製作体験教室　参加者大募集！！
　津軽広域連合では、夏休みに小学４年生～６年生の児童を対象とした体験教室を実施します。詳しくは津軽広域連
合のホームページ　http://tsugarukoiki.jp/　をご覧ください。
○と　き／８月10日（水）　午前10時～午前11時30分　
○ところ／田舎館村中央公民館　会議室
○講　師／「工房まる一」工藤広一さん
○対　象／弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村に在住の小学４年生～６年生
○定　員／ 20人
○参加料／ 800円
○申込方法／郵便はがきか電子メールに①郵便番号・住所、②参加者氏名（ふりがな）、③学年・年齢、④保護者氏名（ふ

りがな）、⑤電話番号を明記してお申し込みください。１回の応募で２人までお申し込みできます。（２人目の情報
記入必須）

〒036－8003　弘前市大字駅前町９－20ヒロロ３階　津軽広域連合　かんたん、楽しく「津軽塗」スプーン製作体験係
○申込締切／７月22日（金）　※当日消印有効
　新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行い実施します。（実施日の２週間前からの検温をお願いします。健康
状態によっては、参加をご遠慮いただくことがあります。

▽問い合わせ／津軽広域連合　☎31－1201　 📧rengou＠tsugarukoiki.jp

FDA青森・神戸線、名古屋線が臨時便を運航します
　フジドリームエアラインズ（FDA）の期間増便により、８月１日（月）～ 28日（日）の期間中、青森・神戸線は１日２
往復、青森・名古屋線は１日４往復で運航します。この機会にぜひご利用いただき、魅力ある観光スポットへ足を運
んでみませんか。運航ダイヤや運賃の詳細など詳しくはFDAのホームページ　https://www.fujidream.co.jp/　をご覧
ください。

▽問い合わせ／青森県庁交通政策課　☎017－734－9153
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PCB廃棄物の期限内の処分をお願いします
　ポリ塩化ビフェニル（PCB）は、事業用の電気機器の絶縁油などに使用されていました。しかし、人体に有害であ
ることが分かり、昭和47年に製造が中止されたものの、今でもPCBを含んだ機器が発見されています。
　PCBが使用された電気機器には、変圧器やコンデンサー、照明器具に組み込まれている安定器などがあります。
　これらは主に事業用の建物で使用され、安定器はかつて事業を営んでいた古い建物（事務所、商店、理髪店など）の
照明器具から発見される例が確認されています。また、PCBが使用された古い低圧進相コンデンサー（モーターで
稼働する設備や業務用冷凍・冷蔵庫などの電気機器の力率を改善する目的で設置される小型のコンデンサー）が配電
盤や壁などに残されたままとなっている例も多数確認されています。
　PCB廃棄物は、期限内に処分することが義務付けられており、期限までに処分しなかった場合、法律により罰せられ
ることがあります。PCBが使用された電気機器がないか確認し、発見された場合は、県などへの届け出や処分をお願い
します。詳しくは、県のホームページ　https://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/PCB.html　をご覧ください。
〇PCB廃棄物の処分期限

種類 処分期限

高濃度 PCB廃棄物 変圧器・コンデンサー等 令和４年３月 31日（終了）
安定器・小型電気機器等 令和５年３月 31日

低濃度 PCB廃棄物 令和９年３月 31日
※万が一、処分期限の過ぎた変圧器やコンデンサー等を発見した場合は、速やかに県にご連絡ください。
※通電中の電気機器などに近づくと、感電のおそれがあり大変危険です。必ず専門の業者に依頼してください。

▽問い合わせ／青森県庁環境保全課　☎017－734－9584

働くことに悩んでいる若者のための相談窓口
　ひろさき若者サポートステーションでは、働くことに悩みを抱えている若者やそのご家族に対して、無料で相談に
応じ、職場に定着するまでの支援をします。（就職氷河期世代の方の相談も可能です。）自分に向いている仕事がわか
らない、ブランクがあり就職できるか不安、働いても長続きしないとお考えの方はぜひご相談ください。
○対象／ 15歳から49歳の方とそのご家族

▽問い合わせ／ひろさき若者サポートステーション　☎35－4851

弘前大学教育学部附属特別支援学校
令和５年度入学・転入学者を募集

　出願されるにあたり、事前に入学相談を受けていただ
きますので、９月２日（金）までに相談のお申し込みをお
願いします。出願書類や選考方法など、詳しくは学校で
交付する募集要項をご覧ください。
○対　象／知的障害があり、愛護手帳（療育手帳）をお持

ちか、医師による知的障害の証明書を提出できる方で、
通学時間が概ね片道1時間以内であること

○募集人員／
小学部１学年３人、４学年１人
中学部１学年６人（小学部の進学予定者３人を含む）、
２学年２人

　高等部１学年８人（中学部の進学予定者６人を含む）
○出願書類の交付期限／９月16日（金）午後３時
○出願期間／９月26日（月）～ 10月７日（金）

▽問い合わせ／弘前大学教育学部附属特別支援学校
　　　　　　　☎36－5011

大雨や洪水に備えて
防災情報を提供しています

　青森県河川砂防情報提供システムのホームページ
https://www.kasensabo.bousai.pref.aomori.jp/　
では、県内各地の雨量や河川水位、ダム情報を確認する
ことができます。サイト内の「洪水お知らせメール」に登
録すると選択地域の雨量や水位を携帯電話のメールで受
信することができます。また、テレビのデータ放送でも
河川の水位情報を確認することができます。テレビの操
作方法は、NHK総合のチャンネルでリモコンのｄボタ
ンを押し、TOPメニューの「防災・生活情報」→「河川水
位情報」を選択するとご覧いただけます。
○ホームページQRコード／

▽問い合わせ／青森県庁河川砂防課
　　　　　　　☎017－734－9662

▲携帯電話版 ▲スマートフォン版
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放送大学10月入学生募集
　放送大学では、令和４年度第２学期（10月入学）の学生を募集しています。放送大学はテレビのBS放送やインター
ネットを利用して授業を行う通信制の大学です。心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、幅広い分
野を学ぶことができます。働きながら大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で幅広い世代の方が学
んでいます。資料を無料で差し上げていますので、お気軽にお問い合わせください。
○募集学生の種類／

教養学部 科目履修生（６ヶ月在学、希望科目履修）・選科履修生（１年間在学、希望科目履修）・
全科履修生（４年以上在学し卒業を目指す）

大学院 修士科目生（６ヶ月在学、希望科目履修）・修士選科生（１年間在学、希望科目履修）
○出願期限／９月13日（火）
○ホームページアドレス／ https://www.ouj.ac.jp　※ホームページからも受け付けています。

▽問い合わせ／放送大学青森学習センター　☎38－0500

法人の設立・異動は届け出を
　法人の設立時や、解散・清算した場合のほか、所在地・
名称・代表者・資本金・事業年度などに変更や異動が生
じた場合は、地域県民局に届け出が必要です。
　必要書類や届け出の詳細は、青森県のホームペー
ジ　https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/
zeimu/010_02houjin.html　をご覧になるか、お問い合
わせください。

▽問い合わせ／中南地域県民局課税第一課
　　　　　　　☎32－1131

45歳以上の再就職　無料セミナー
　仕事の探し方や応募書類、面接などのポイントを解説
します。ご希望の方は、事前に申し込みをお願いします。
このセミナーは雇用保険受給資格者の求職活動として認
められます。お気軽にご利用ください。
○とき・ところ／いずれも午後1時30分～午後3時30分

７月 20日（水） 弘前市総合学習センター

７月 22日（金） リンクモア平安閣市民ホール

○定　員／各20人

▽問い合わせ／ネクストキャリアセンターあおもり
　　　　　　　 ☎017－723－6350

船舶運航技術を学ぶ！
　国立宮古海上技術短期大学校（岩手県）は国土交通省に
よる航海士や機関士の育成を目的とした教育機関です。
オープンキャンパス、学校説明会の日程や試験の詳細は
ホームページ　https://www.jmets.ac.jp/miyako/　 を
ご覧ください。
○選抜区分／学校推薦型選抜（10月）、総合型選抜（10

月）、自己推薦型選抜（12月）、一般選抜（令和４年１月）

▽問い合わせ／宮古海上技術短期大学校　
　　　　　　　☎0193－62－5316

黒石養護学校公開
　県立黒石養護学校は学校公開を実施します。参加を希
望される方は参加申込書をご記入のうえ、FAXかメー
ルでお申し込みください。申込用紙、学校公開の詳細は
ホ ー ム ペ ー ジ　http://www.kuroishi-shien.asn.ed.jp　
に掲載しています。
○と　き／９月２日（金）
　　　　　午前９時20分～午前10時55分
○内　容／学校の概要説明、授業公開
○申込締切／８月22日（月）

▽問い合わせ／黒石養護学校　
　　　　　　　☎54－8260　FAX54－8261
　　　　　　　📧kyoikusodan-kur.sh@asn.ed.jp
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ふるさと探訪バスツアー　参加者大募集！！
　津軽広域連合では、バスと電車を利用して、弘南鉄道弘南線沿線の文化・歴史の名所や魅力ある施設、弘南鉄
道車両基地で貴重な整備技術を見学するバスツアーを実施します。詳しくは津軽広域連合のホームページ　http://
tsugarukoiki.jp/　をご覧ください。
○と　き／９月９日（金）　午前９時～午後３時　※雨天決行
○集合場所／弘前駅城東口バスプール（午前９時まで）または弘前市運動公園第一駐車場（午前９時20分まで）
○訪問コース／観光いちご園アグリいーな田んぼアートの里（田舎館村）→名勝金平成園・中町こみせ通り（黒石市）→

　　　　　　レストラン御幸で昼食（黒石市）→田舎館駅（田舎館村）→弘南鉄道平賀駅車両基地（平川市）
○対　象／弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村に在住の方、20人
○参加料／ 2,500円（昼食代、施設見学料など）
○新型コロナウイルス感染症感染防止対策／マスクの着用と乗車時の手指の消毒をお願いします。参加者には参加日

前14日間の体調等の状況を記載した参加チェックシートを提出していただきます。
○申込方法／郵便はがきか電子メールに①郵便番号・住所、②氏名（ふりがな）、③年齢、④電話番号、⑤集合場所を

明記してお申し込みください。１回の応募で２人までお申し込みできます。（２人目の情報記入必須）
　〒036－8053　弘前市大字和泉２丁目1－1　フラワー観光株式会社　ふるさと探訪バスツアー係
○申込締切／８月10日（水）　※当日消印有効
　応募者多数の場合は抽選を行い（初めて参加する人を優先）、当選者にのみ当選通知と参加チェックシートを送
付します。送付日は８月19日（金）となります。

▽問い合わせ／フラワー観光（株）　☎26－2113　📧hirosaki＠flower-travel.com

自衛官を募集しています
募集種目 資　格 申込締切 試験日

航空学生
高卒（見込み含）
海：18歳以上23歳未満
空：18歳以上21歳未満

９/ ８ ９/19（弘前医療福祉大学）

一般曹候補生

18歳以上33歳未満

９/ ５ ９/17（弘前医療福祉大学）

自衛官候補生（男子）
９/ ６

Web試験：９月中旬〜下旬
口述試験・身体検査：９/26 〜
29のうち１日（弘前駐屯地）

自衛官候補生（女子）
Web試験：９月中旬〜下旬
口述試験・身体検査：９/30（青
森駐屯地）

防衛大学校（一般）
高卒（見込み含）
18歳以上21歳未満

10/26 11/ ５〜６（青森第２合同庁舎）
防衛医科大学校　医学科学生 10/12 10/22（青森第２合同庁舎）
防衛医科大学校　看護学科学生 10/ ５ 10/15（青森第２合同庁舎）

　受験資格など詳しくは、お問い合わせください。△

問い合わせ／自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所　☎27－3871

ひろさき圏域移住者交流会「お盆だヨ、全員集合」開催
　県外から弘前圏域市町村（弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村）へ移住された
方や移住を検討されている方が自由に交流できるイベントです。オンラインでの参加も可能です。
○と　き／８月12日（金）　午後６時～午後８時
○ところ／コラーニングスペース HLS弘前（弘前市土手町133－1　西谷ビル１階）
○定　員／現地参加20人（オンラインでの参加は制限なし）
○参加費／ 1,000円（オンラインでの参加は無料）
○申込方法／７月31日（日）までにQRコードからお申し込みください。

▽問い合わせ／（株）まちなかキャンパス（担当：辻）　☎090－1025－4769　📧info@machi-cam.com
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青森産技　弘前工業研究所一般公開
　弘前工業研究所では、創立100周年を迎えるにあたり実験室の見学や科学実験の今と昔を体験できる各種企画、県
内の日本酒やりんご酒の展示・試飲コーナーの設置などを予定しています。研究所の仕事や青森県の産業の歴史につ
いて学べる内容となっていますので、この機会にぜひご来場ください。
○と　き／７月29日（金）～ 30日（土）　午前９時～午後４時　
○ところ／（地独）青森産技 弘前工業研究所（弘前市大字扇町１丁目１－８）
○対　象／青森県民の方
○参加料／無料
○その他／10人以上の団体でのご来場を希望される方は事前にお知らせください。また、新型コロナウイルス感染

症の発生状況によっては、内容を変更する場合があります。

▽問い合わせ／弘前工業研究所　☎55－6740　📧kou_hirosaki＠aomori-itc.or.jp

弘前圏域成年後見制度普及・啓発講座
と　き ところ 申込締切

８月20日（土）　午前 10時～ 弘前市民会館大会議室 ８月 10日（水）
９月 ３ 日（土）　午後 1時 30分～ 平川市生涯学習センター多目的ホール ８月 24日（水）

○内　容／成年後見制度に関する講義、市民後見人による実践報告
○参加料／無料
○申込方法／住所、氏名、電話番号、出席する会場を明記のうえ、FAXかメールでお申し込みください。

▽問い合わせ／弘前圏域権利擁護支援センター　☎26－6557　FAX26－6567　📧h8-kenri@titan.ocn.ne.jp

65歳以上の健康サポート教室
　加齢に伴う転倒予防・認知症予防に、ぜひお役立てく
ださい。無料送迎がありますので、ご希望の方は開催日
の１週間前までに村地域包括支援センターへお申し込み
ください。
○と　き／８月10日（水）　午後１時30分～午後３時
○ところ／中央公民館
○テーマ／アロマテラピー
○参加料／無料

▽問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　☎58－3704

全国一斉「遺言・相続」相談会
○と　き／８月７日（日）　午前10時～午後４時
○実施方法／電話相談（当日のみ通話可能）
　　　　　　☎0120－339－279
○相談料／無料（個別継続相談は有料）

▽問い合わせ／青森県司法書士会　☎017－776－8398

あおもり若者定着奨学金返還支援制度
　若者が県内に住み登録企業で６年間働き続けたと
き、県と企業が奨学金返還を支援する制度です。若
者・企業ともに事前登録が必要です。詳細はあおもり
奨学金サポートサイト　https://www.aomori-life.jp/
syogakukin/　をご覧ください。
○対　象／大学・短大の卒業者（見込み含む）で、採用時

に35歳未満の方、県内で正規雇用されていない方、「日
本学生支援機構」か「青森県育英奨学会」の奨学金を
利用されている方

○対象企業／県内企業、勤務地を県内に限定した採用を
行う県外企業（法人、団体、個人事業主）

○支援額／企業と県が半分ずつ負担
区　分 支援額（企業が設定）
大学等 150万円、100万円、60万円のいずれか
短大等 75万円、50万円、30万円のいずれか

▽問い合わせ／青森県庁地域活力振興課　
　　　　　　　☎017－734－9174

令和４年度就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

　病気などやむを得ない事情で、義務教育学校に就学す
ることを猶予または免除された方が、中学卒業と同等の
学力があるか認定するために国が行う試験で、合格した
方は高等学校の入学資格が与えられます。
○と　き／ 10月20日（木）　
○ところ／青森県庁南棟５階教育委員会室
○受験案内／９月２日（金）まで青森県教育庁生涯学習課

か文部科学省担当課で配布しています。
○申込締切／９月２日（金）

▽問い合わせ／青森県教育庁生涯学習課
　　　　　　　☎017－734－9887
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I n f o m a t i o n

お悔やみ申し上げます

一　戸　勇　造（86歳） 川　　部
菊　地　　明　（77歳） 八 反 田
花　田　正　一（59歳） 前田屋敷
一　戸　　剛　（83歳） 豊　　蒔
船　水　照　夫（86歳） 畑　　中
中　田　ミチエ（76歳） 前田屋敷

お誕生おめでとうございます

工　藤　　麦
むぎ

　　ちゃん
 （靖英・実華） 田 舎 舘

葛　西　　碧
あおい

　　ちゃん
 （優将・結花） 垂　　柳

福　原　朱
しゅ

　麗
り

　ちゃん
 （真悟・春佳） 堂 野 前

萩　原　旭
あさ

　暖
ひ

　ちゃん
 （達也・夕貴） 高　　田

中　野　亞
あ

真
ま

寧
ね

　ちゃん
 （拓真・亞希那） 諏 訪 堂

工　藤　正　子（67歳） 十二川原
竹　浪　源　藏（105歳） 和　　泉
葛　西　タ　カ（91歳） 大　　袋
花　田　キミエ（88歳） 二 津 屋
田　澤　尋　子（77歳） 諏 訪 堂

交通事故概況
（６月末日現在）

人口と世帯
（６月末日現在）

県　内 村　内 男 3,562 （− 1）

件数 161 （1,062） 2 （8） 女 3,925 （+ 6）

死者 2 （15） 0 （0） 計 7,487 （+ 5）

傷者 188 （1,272） 2 （8） 世帯 2,835 （+10）
（　） は１月からの累計 （　） は前月との比較

・１分で目がよみがえる 今野式眼筋ほぐし
今野清志／著　永岡書店

・勉強する子になる100の習慣 佐藤亮子／著　文藝春秋
・くるまの娘 宇佐見りん／著　河出書房新社
・清明 －隠蔽捜査８－ 今野敏／著　新潮社
・宙ごはん 町田そのこ／著　小学館
・大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした
 クルベウ・藤田麗子／著　ダイヤモンド社

・マイクロスパイ・アンサンブル
 伊坂幸太郎／著　幻冬舎
・でんしゃ くるかな？ きくちちき／著　福音館書店
・もっと！すみっコぐらしのことわざ108
 サンエックス・寺田真央／著　講談社
・えんどうまめばあさんとそらまめじいさんのいそがしい毎日
 松岡享子・降矢なな／著　福音館書店

ほか
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